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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
スピーカ及びマイクを有するドアホン子機と、前記ドアホン子機と音声通話が可能なドア
ホン親機とを備えたドアホン装置であって、
　前記ドアホン子機は、人物の存在を検知する人感センサ部と、前記マイクから入力され
た音圧レベルを判定するレベル判定手段とを備え、前記ドアホン親機は、音声案内を指示
する音声案内手段と、応答メッセージを格納した応答メッセージ部とを備え、前記人感セ
ンサ部が人物を検知して所定時間内に、前記レベル判定手段により前記音圧レベルが所定
レベルを越えた回数が所定の回数に達したと判定されたときには、前記音声案内手段が前
記応答メッセージ部から所定のメッセージを取り出して前記ドアホン子機のスピーカを介
して出力することを特徴とするドアホン装置。
【請求項２】
前記ドアホン子機はカメラを有し、前記ドアホン親機は、前記カメラが撮像した画像情報
を表示する表示部と、画像情報を記憶する画像メモリ部と、前記カメラが撮影した画像情
報と前記画像メモリ部に格納された画像情報とを照合する照合部とを有し、前記人感セン
サ部が人物を検知した後であって、前記照合部が画像情報を照合して特定の人物と判断し
た場合に、前記レベル判定手段が前記マイクから入力された音圧レベルを判定することを
特徴とする請求項１記載のドアホン装置。
【請求項３】
前記ドアホン親機は、外部への通報を行う自動発呼手段を有し、前記音声案内手段がメッ
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セージを出力して所定時間が経過しても該人物が前記人感センサ部の検知領域内から退出
しない場合に、前記自動発呼手段が所定の外部への通報のための動作を行うことを特徴と
する請求項１または２記載のドアホン装置。
【請求項４】
スピーカ及びマイクを有するドアホン子機と、前記ドアホン子機と音声通話が可能なドア
ホン親機とを備えたドアホン装置であって、
　前記ドアホン子機は、人物の存在を検知する人感センサ部と、振動を検知する振動検知
センサと、前記振動検知センサにより検知された振動レベルを判定するレベル判定手段と
を備え、前記ドアホン親機は、音声案内を指示する音声案内手段と、応答メッセージを格
納した応答メッセージ部とを備え、前記人感センサ部が人物を検知して所定時間内に、前
記レベル判定手段により前記振動検知センサが検知した振動レベルが所定レベルを越えた
回数が所定の回数に達したと判定されたときには、前記音声案内手段が前記応答メッセー
ジ部から所定のメッセージを取り出して前記ドアホン子機のスピーカを介して出力するこ
とを特徴とするドアホン装置。
【請求項５】
前記ドアホン子機はカメラを有し、前記ドアホン親機は、前記カメラが撮像した画像情報
を表示する表示部と、画像情報を記憶する画像メモリ部と、前記カメラが撮影した画像情
報と前記画像メモリ部に格納された画像情報とを照合する照合部とを有し、前記人感セン
サ部が人物を検知した後であって、前記照合部が画像情報を照合して特定の人物と判断し
た場合に、前記レベル判定手段が前記振動検知センサにより検知された振動レベルを判定
することを特徴とする請求項４記載のドアホン装置。
【請求項６】
前記ドアホン親機は、外部への通報を行う自動発呼手段を有し、前記音声案内手段がメッ
セージを出力して所定時間が経過しても該人物が前記人感センサ部の検知領域内から退出
しない場合に、前記自動発呼手段が所定の外部への通報のための動作を行うことを特徴と
する請求項４または５記載のドアホン装置。
【請求項７】
スピーカ及びマイクを有するドアホン子機と、前記ドアホン子機と音声通話が可能なドア
ホン親機とを備えたドアホン装置であって、
　前記ドアホン子機は、人物の存在を検知する人感センサ部と、振動を検知する振動検知
センサと、前記子機マイクから入力された音圧レベル及び前記振動検知センサにより検知
された振動レベルを判定するレベル判定手段とを備え、前記ドアホン親機は、音声案内を
指示する音声案内手段と、応答メッセージを格納した応答メッセージ部とを備え、前記人
感センサ部が人物を検知して所定時間内に、前記レベル判定手段により、前記音圧レベル
が所定レベルを越えた回数が所定の回数に達し、かつ前記振動レベルが所定レベルを越え
た回数が所定の回数に達したと判定されたときには、前記音声案内手段が前記応答メッセ
ージ部から所定のメッセージを取り出して前記ドアホン子機のスピーカを介して出力する
ことを特徴とするドアホン装置。
【請求項８】
前記ドアホン親機は、外部への通報を行う自動発呼手段を有し、前記音声案内手段がメッ
セージを出力して所定時間が経過しても該人物が前記人感センサ部の検知領域内から退出
しない場合に、前記自動発呼手段が所定の外部への通報のための動作を行うことを特徴と
する請求項７記載のドアホン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、予期せぬ不審な来訪者に対応するドアホン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のドアホン装置１０１は、図７に示すようにドアホン端末１０２と宅内に配置され
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た応答端末１０３との２つの装置から構成されている。図７は従来のドアホン装置の概略
構成図である。このドアホン端末１０２には、来訪者を撮影してその画像を表す画像信号
を出力するカメラ１２１と、来訪者によって操作される呼び出しスイッチ１２２と、宅内
からの音声を来訪者に知らせるためのスピーカ１２３と、来訪者の声を宅内に伝達するた
めのマイク１２４が設けられている。
【０００３】
　カメラ１２１は、応答端末１０３内の画像表示部１３１に接続され、カメラ１２１から
の画像信号は、画像表示部１３１によって処理され、そのモニタに来訪者の顔が表示され
る。また、応答端末１０３には、呼び出しスイッチ１２２の操作に応答して呼び出し信号
を発生する音信号発生部１３２が設けられ、アンプ１３３によって増幅されてスピーカ１
３４から呼び出し音が出力される。さらに、応答端末１０３には、呼び出し音に応答して
通話を行うために、ドアホン端末１０２のスピーカ１２３及びマイク１２４とアンプ１３
５を介して接続された送受話器１３６が設けられ、呼び出し音に応答して応対者が送受話
器１３６を取り上げると、ドアホン端末１０２と応答端末１０３との間に通話回路が形成
されるとともに、カメラ１２１及び画像表示部１３１が作動状態になるようになっている
。
【０００４】
　しかし、この従来のドアホン装置１０１においては、呼び出しがあったとき、宅内の応
対者は送受話器１３６を取り上げて実際に通話し、カメラ１２１と画像表示部１３１を作
動させる等の操作を行わない限り、呼び出しスイッチ１２２を操作したのが誰なのかを確
認することができなかった。
【０００５】
　そこで、図８に示すように、ドアホン端末１０２の呼び出しスイッチ１２２を操作する
可能性のある人物に関する画像データを蓄積した人物データベース１４２と、呼び出しス
イッチ１２２を操作した人物の画像データを取り込んで、これと人物データベース１４２
に蓄積された画像データとを照合する画像認識部を備えた人物認証ドアホン装置が提案さ
れた（特許文献１参照）。図８は従来の人物認証ドアホン装置の概略構成図である。
【０００６】
　このドアホン装置１０１によれば、呼び出しスイッチ１２２が操作された場合、制御部
１４３はカメラ１２１、画像表示部１３１、画像認識部１４１、人物データベース１４２
を作動させ、画像認識部１４１はカメラ１２１から送られてきた操作者の画像データと人
物データベース１４２に蓄積されている各データとを照合する。両画像データを照合した
結果、人物データベース１４２にこの人物の画像データが蓄積されていたときには、この
人物の対応に適した応対者の特有な呼び出し音を呼び出し音データベース１４４から読み
出し、スピーカ１３４から出力する。また、このときこの人物の画像データが蓄積されて
いなかったときには、呼出音の発生の有無に関する設定により、例えば一般呼び出し音を
発生したりする。
【０００７】
　人物の画像データは人物確認の結果によって登録するか否かが決定される。登録してお
く必要があるときには、この画像データを人物データベース１４２に、また人物に最も適
した応対者の呼び出し音のデータを呼び出し音データベース１４４に登録する。また、人
物データベースの画像の更新処理を行うこともできるものである。
【０００８】
　しかし、以上説明した図８の（特許文献１）のドアホン装置１０１は、呼び出し音デー
タベース１４４等のメモリ容量などで人物推定できる人数に制約があり、また、呼び出し
方法を変更するときにはドアホン端末１０２を設計し直さなければならなかった。このた
め、応答端末１０３の人物認証後、人物認証結果情報を別のインターフェースを介して容
量のあるメモリを有する外部接続端末装置、例えばコードレス電話親機に送信して、受信
した画像で来訪者を特定し、人物認証の報知処理を行い、選択された呼び出し装置、例え
ばコードレス電話子機に所定の呼び出し音情報を送信する技術が提案されたが、呼び出し



(4) JP 4622786 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

音等の情報は外部接続端末装置のメモリに記憶されるものである（特許文献２参照）。
【特許文献１】特許第３２５０７９７号公報
【特許文献２】特開２０００－２８７１９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　以上説明したように、（特許文献１）の人物認証ドアホン装置は、呼び出しスイッチ１
２２を操作した人物の画像データを取り込んで、これと人物データベース１４２に蓄積さ
れた画像データとを照合するため、操作者が誰であるか分り、この操作者に適した応対者
が応対することができるものであった。
【００１０】
　しかし、呼び出しスイッチ１２２を操作した人物を対応するのに適した者に対して、来
訪者があったことを単に報知するに止まり、せっかくの人物認証も十分役に立っていると
は言えないものであった。しかも、メモリ容量などで人物推定できる人数に制約があり、
実用性の面で問題が残るものであった。
【００１１】
　この点、（特許文献２）のドアホン装置は、インターフェースを介して外部接続端末装
置に人物認証の報知処理プログラムや呼び出し音情報を格納しておくことができ、実用性
の面では上記の従来の技術を向上させたが、まだ人物認証したことが十分役立っていると
は言えないものであった。基本的には上記従来の技術と同様、操作者に最も適した応対者
に報知するだけのものであった。
【００１２】
　最近、地域社会は、従来のように安全が当たり前とはいえず、各家庭で自衛が必要にな
ってきている。例えば、ドアホン装置で呼び出しても応答がない場合に、留守と間違われ
て、思わぬ事態になったりするのでは問題であり、上記の人物認証に限ったことではなく
、ドアホン装置の機能を一段と向上させる必要がある。
【００１３】
　このような場合の例の１つとして門前での来訪者とのトラブルがある。このような場合
、これだけでも近隣一帯に迷惑がかかり、宅内の者が直接対面して応答すると、更に騒ぎ
が大きくなることもある。このような場合に、これを抑えてくれる機能を備えたドアホン
装置が期待される。
【００１４】
　そこで本発明は、予期せぬ不振な来訪者に対応することができるドアホン装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記従来の課題を解決するために本発明は、上記の目的を達成するために、スピーカ及
びマイクを有するドアホン子機と、ドアホン子機と音声通話が可能なドアホン親機とを備
えたドアホン装置であって、ドアホン子機は、人物の存在を検知する人感センサ部と、マ
イクから入力された音圧レベルを判定するレベル判定手段とを備え、ドアホン親機は、音
声案内を指示する音声案内手段と、応答メッセージを格納した応答メッセージ部とを備え
、人感センサ部が人物を検知して所定時間内に、レベル判定手段により音圧レベルが所定
レベルを越えた回数が所定の回数に達したと判定されたときには、音声案内手段が応答メ
ッセージ部から所定のメッセージを取り出してドアホン子機のスピーカを介して出力する
ことを主要な特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、予期せぬ不審な来訪者に対応することができるドアホン装置を提供す
ることを目的とする。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１７】
　上記課題を解決するために本発明の第１の発明は、スピーカ及びマイクを有するドアホ
ン子機と、ドアホン子機と音声通話が可能なドアホン親機とを備えたドアホン装置であっ
て、ドアホン子機は、人物の存在を検知する人感センサ部と、マイクから入力された音圧
レベルを判定するレベル判定手段とを備え、ドアホン親機は、音声案内を指示する音声案
内手段と、応答メッセージを格納した応答メッセージ部とを備え、人感センサ部が人物を
検知して所定時間内に、レベル判定手段により音圧レベルが所定レベルを越えた回数が所
定の回数に達したと判定されたときには、音声案内手段が応答メッセージ部から所定のメ
ッセージを取り出してドアホン子機のスピーカを介して出力することを特徴とするので、
当該メッセージを出力することで、ドアホン子機前で騒ぎがあったときにこの騒ぎを抑え
ることができる。
【００１８】
　本発明の第２の発明は、第１の発明に従属する発明であって、ドアホン親機は、外部へ
の通報を行う自動発呼手段を有し、音声案内手段がメッセージを出力して所定時間が経過
しても該人物が人感センサ部の検知領域内から退出しない場合に、自動発呼手段が所定の
外部への通報のための動作を行うドアホン装置であり、警察等の所定の箇所へ自動的に緊
急の通報を行うことができ、騒ぎを抑えることができる。
【００１９】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１におけるドアホン装置は、画像により人物認証を行うものである
。図１（ａ）は本発明の実施の形態１におけるドアホン装置のドアホン子機の正面図、図
１（ｂ）は本発明の実施の形態１におけるドアホン装置のドアホン親機の正面図、図２は
本発明の実施の形態１におけるドアホン装置のドアホン子機のブロック構成図、図３は本
発明の実施の形態１におけるドアホン装置のドアホン親機のブロック構成図である。
【００２０】
　図１（ａ）において、１は実施の形態１のドアホン装置のドアホン子機、２はドアホン
子機１本体正面に設けられたＣＣＤ等のカメラ、３は後述するドアホン親機６から入力さ
れた音声を出力するためのドアホン子機１本体に設けられたスピーカ、４はドアホン子機
１に音声を入力するためのマイク、５は来訪者がドアホン親機６の呼び出しを行う操作ボ
タンである。
【００２１】
　本発明の実施の形態１においては、マイク４は音声を入力する手段としてだけでなく、
ドアホン子機１前の騒ぎ（騒音）の音圧を検出する音圧検出手段（音圧センサ）として第
２の機能も有している。１２は、赤外線センサの１つである焦電センサを使用して人物の
存在を検知する人感センサである。焦電センサの場合、人感センサ１２の前面の所定領域
に来訪者が入ってくると、人感センサ１２がこれを検知し、この信号がドアホン子機制御
部２４に入力され、これによってカメラ２が起動される。また、１３は、門やドアホン子
機１自体の振動を検出する振動検知センサである。
【００２２】
　次に、図１（ｂ）において、６はドアホン子機１のカメラ２が撮影した来訪者の顔等の
映像を受信するとともに、ドアホン子機１のマイク４から入力された音声を受信して、人
物の確認を行うことができるドアホン親機である。実施の形態１のドアホン親機６は、来
訪者の挙動から音圧と振動を選んで対処するものである。また、７はドアホン親機６の正
面に設けられたＬＣＤ等の表示部である。この図１（ｂ）では、この表示部７に表示され
た表示画面は幾つかに分割され、７ａはドアホン子機１から送信された人物の映像の画面
領域、７ｂは表示部７に表示されたこの人物に関する対応拒否の設定がなされている旨を
警告する警告領域、７ｃは、表示部７に表示された人物の過去の訪問履歴表示領域である
。この訪問履歴表示領域７ｃには過去の対応の有無情報も表示されている。８はスピーカ
、９はマイク、１０は表示部７の表示を見て応答すると判断したとき押すための応答スイ
ッチ、１１は個人名や企業名、電話番号、アドレスを入力するための入力キーボードであ
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る。
【００２３】
　続いて、図２に基づいて実施の形態１のドアホン子機１の構成について説明する。図２
において、２ａは撮像部２０のズーム等の制御を行う撮像制御部、５ａは操作ボタン５が
押されたとき、これを検出する操作処理部である。操作ボタン５のＯＮによりプルアップ
電圧が急激に電圧降下することを利用する。また、１２ａは人感センサ１２から入力され
た信号を検出するセンサ検知部、１３ａは、振動検知センサ１３から入力された信号を検
出するセンサ検知部である。１４は、マイク４から入力された音圧レベルと振動検知セン
サ１３から検知された振動レベルが所定の時間内にそれぞれ所定の閾値を越えたと判断さ
れるときに、その閾値を越えた回数をカウントするカウンタである。
【００２４】
　そして、２０は、カメラ２を構成するＣＣＤ等の撮像部、２１は、撮像部２０から出力
された信号を処理して映像信号を出力する撮像処理部、２３は、撮像処理部２１から出力
された映像信号の周波数変調を行って８．５ＭＨｚ～１０ＭＨｚのＦＭ信号を出力する映
像信号変調部である。
【００２５】
　２４は、ドアホン子機制御部であり、２５は、プログラムやデータを記憶したメモリ部
である。ドアホン子機制御部２４は、ハードウェア的には中央演算処理装置（以下、ＣＰ
Ｕ）から構成され、メモリ部２５やその他のメモリからプログラムを読み込んでソフトウ
ェア的に機能実現手段として各機能を実行する。２４ａは、マイク４から入力された音圧
レベルと振動検知センサ１３から検知された振動レベルがそれぞれ所定の閾値を越えたか
否かを判定するレベル判定手段である。このレベル判定手段２４ａは、更に焦電センサ等
の人感センサ１２が所定のレベル値以上の値を示しているか判定することにより、人物が
人感センサ１２前の検知領域内に居るか、居ないかも判定する。
【００２６】
　２６、２７は、それぞれスピーカ３とマイク４の出力を増幅するアンプ、２８は、ビデ
オ信号と音声信号を送信するドアホン親機６に対する第１信号線、２９は、人感センサ１
２のセンサ検知部１２ａからの出力信号をドアホン子機制御部２４を介してドアホン親機
６の主制御部３９に伝送する第２信号線である。なお、実施の形態１の場合、第１信号線
２８は２－ワイヤで構成され、一方に直流＋２２Ｖが印加され、他方は接地されている。
また、実施の形態１では、操作処理部５ａや後述するドアホン操作検知部３６を使って第
１信号線２８によって映像信号と音声信号を伝送するが、このほかの方法として、ドアホ
ン子機１とドアホン親機６にそれぞれ通信制御部を設け、ネットワークケーブル等で結ん
で所定のプロトコルで通信を行う有線ＬＡＮまたは無線ＬＡＮを構成するのもよい。詳細
な説明は省略する。
【００２７】
　実施の形態１においては、マイク４は音声を入力する手段としてだけでなく、ドアホン
子機１前の騒ぎ（騒音）の音圧を検出する音圧検出手段としての機能も与えるため、アン
プ２７においてマイク４の検出した音圧（ｄＢ）をレベル判定手段２４ａが所定の閾値の
音圧、例えば、９０ｄＢを越えたか否かを判定する。これを越えていたときときには、カ
ウンタ１４でカウントし、所定時間１分間内に設定回数、例えば、３回以上の回数をカウ
ントしたときは、レベル判定手段２４ａは、ドアホン親機６の主制御部３９に通知する。
なお、１回若しくは２回だけでは確実に騒ぎ（騒音）であると判断できないため、ここで
は音声だけによって判断する場合を考え、３回以上を閾値としている。
【００２８】
　同様に、レベル判定手段２４ａは、振動検知センサ１３から検知された振動レベル、例
えば、振動加速度（ｍｍ／ｓ2）が所定値を越えたか否かを判定する。これを越えていた
ときときには、カウンタ１４でカウントし、音圧レベルと同様、所定時間１分内に設定回
数、３回以上の回数をカウントしたときは、レベル判定手段２４ａは、ドアホン親機６の
主制御部３９に通知する。
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【００２９】
　以上、説明した実施の形態１の場合、ドアホン親機６の主制御部３９は、音圧レベルと
振動レベルの双方が所定の設定回数を越えた場合にドアホン子機１前で騒ぎ（騒音の発生
）があると判断し、音声案内で警告メッセージをスピーカ３から出力する。しかし、音圧
と振動の双方で閾値を３回以上越えることは比較的頻度が低いと考えられる。本実施の形
態では、ユーザは入力部から音圧と振動との閾値を設定することができる。従って、音圧
と振動の双方を検出するのでなく、両者のうちでどちらか一方が所定時間内に閾値を３回
以上越えた場合に、ドアホン子機１前で騒ぎが発生したと設定することもできる。また、
音圧と振動の双方で閾値を越えた回数をカウントするとしても、例えば、音圧レベルの設
定回数は３回以上とするが、振動レベルが閾値を越える設定回数を１回以上にするといっ
たように両者で設定回数を別に設定することもできる。また、本実施の形態では、ユーザ
は、音圧及び振動センサの感度を設定することができ、その感度を２つのセンサで検知す
る場合は振動レベルの閾値を単独で検知するときの閾値よりも下げて検出することもでき
る。このようにして騒ぎと判定し、警告し、さらに所定の時間経過しても人物が領域内か
ら立ち去らない場合は、自動的に警察等へ緊急の通報を発呼する。
【００３０】
　さて、マイク４から入力された通常５００Ｈｚ～２ｋＨｚの人間の音声はアンプ２７で
増幅され、そのまま映像信号変調部２３からの８．５ＭＨｚ～１０ＭＨｚのＦＭ信号と重
畳され、さらに、これに直流電圧＋２２Ｖが重畳されて第１信号線２８を介してドアホン
親機６に伝送される。すなわち、待機時にはドアホン親機６からドアホン子機１に＋５Ｖ
が給電されているが、この状態で操作ボタン５を押すと、操作処理部５ａの作用で第１信
号線２８に急激な電圧降下を起こし、＋２２Ｖが給電され、ドアホン親機６において操作
ボタン５が押下されたことが検知されて、その後＋２２Ｖが重畳されたＦＭ信号が伝送さ
れ、ドアホン親機６は表示部７に映像を表示する。なお、ドアホン親機６の動作中に操作
ボタン５を押した場合は、ＦＭ信号に影響しないように検知信号が重畳されて伝送される
。ドアホン親機６は表示部７に映像を表示するとともに、関連情報、例えば警告領域７ｂ
に応答拒否の表示や、訪問履歴表示領域７ｃに訪問履歴を表示することになる。
【００３１】
　続いて、図３に基づいてドアホン親機６の構成について説明する。２８は第１信号線、
２９は第２信号線である。２８ａは第１信号線２８を介して重畳して伝送された２つの信
号、すなわち映像信号変調部２３で周波数変調されたＦＭ信号とこれに重畳された音声信
号を分離する信号分離部である。そして、３０はこのＦＭ信号を復調させるためのＦＭ信
号復調部、３１は復調されたアナログのビデオ信号を画像処理や画像認証を行うためにデ
ジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換部である。
【００３２】
　また、３２はＡ／Ｄ変換部３１で変換されたデジタルビデオ信号を画像処理し、所定の
画像を生成する画像処理生成部である。実施の形態１においては、図１（ｂ）の表示部７
に表示された表示画面は分割され、映像とその他の関連情報が分割されて表示されるので
、画像処理生成部３２がこの処理を行う。３３はこの表示部７に表示される表示画面のテ
ンプレート等のデータを格納した画像メモリ部である。画像処理生成部３２は、カメラ２
で撮影している映像部分のサイズを調整若しくは切り出してテンプレートの画面領域７ａ
に貼り付け、また、対応拒否の設定を示すテキスト情報及びイラストは警告領域７ｂに、
さらに、訪問履歴に関するテキスト情報を訪問履歴表示領域７ｃに表示して、１画面分の
データとして生成する。
【００３３】
　３４は、画像処理したデジタルのビデオ信号をアナログ信号に変換するＤ／Ａ変換部で
ある。３５は、このビデオ信号を表示部７に表示するための表示制御部であり、カメラ２
で撮影した映像はＬＣＤ等の表示部７に表示される。３６は、ドアホン子機１の操作ボタ
ン５が押下されたとき、ドアホン親機６側でこれを検知するドアホン操作検知部であり、
検出信号は後述の主制御部３９に入力され、人感センサ１２や振動検知センサ１３のほか
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に、これをトリガとしてドアホン親機６の各動作が開始される。
【００３４】
　次に、３９はドアホン親機６の主制御部である。主制御部３９はハードウェア的にはＣ
ＰＵから構成され、後述する記憶部やその他のメモリからプログラムを読み込んでソフト
ウェア的に機能実現手段として各機能を実行する。３９ａは後述する応答メッセージ部４
７ａ内のメッセージ、例えば「警察に連絡します」等の警告メッセージを取り出して自動
的にドアホン子機１のスピーカ３から出力させる音声案内手段である。また、３９ｂは、
ドアホン親機６に接続された電話機５０に発呼させる自動発呼手段である。３９ｃは、子
機のカメラ２で撮像した顔情報と格納された履歴情報の顔情報とを比較照合する照合手段
である。
【００３５】
　また、４０は、第１信号線２８と接続された音声処理部、４３、４４は、スピーカ８と
マイク９のそれぞれのアンプである。音声処理部４０は、音声のとぎれ等を検出し、ドア
ホン親機６とドアホン子機１との間の通話の切り替えなど音声通信の制御を行う。また、
４５は、入力キーボード１１の操作ボタンを使って入力する入力部、４６は、応答スイッ
チ１０を押してドアホン子機１との間で通信を開始する応答スイッチ部である。そして、
４７は、主制御部３９のためのプログラムやデータを記憶した記憶部であり、４７ａは、
自動応答のためのメッセージ、例えば「只今留守にしております」、「どちらさまですか
（疑問）」等を格納した応答メッセージ部である。また、５０は、自動発呼手段３９ｂが
発呼する電話機、５１は、この電話機５０を制御するための第３信号線である。
【００３６】
　そこで、本発明の実施の形態１にドアホン装置が、人感センサ１２によって来訪者らし
き人物を検知してから警告メッセージを出力し、警察へ自動発呼するまでの動作（処理手
順）を説明する。図４は、本発明の実施の形態１におけるドアホン装置の動作のフローチ
ャート、図５は本発明の実施の形態１におけるドアホン装置の動作の第２のフローチャー
ト、図６は本発明の実施の形態１におけるドアホン装置の動作の第３のフローチャートで
ある。
【００３７】
　図４のフローチャートは、音圧と振動の２つで騒ぎ（騒音等）を判断するものである。
図４において、人感センサ１２は来訪者らしき人物を検知するまで待機し（ｓｔｅｐ１）
、これを検知したときは、ドアホン子機１のカメラ２を起動させる（ｓｔｅｐ２）。この
ステップ２では、照合手段３９ｃによりカメラ２により撮影又は撮像した来訪者の顔情報
を照合し、特定の人物と判定した際に、入力部４５により以下のステップを作動させるよ
うに設定することが可能である。続いてカウンタ１４をリセットする（ｓｔｅｐ３）。上
記検知から所定時間１分以内に、マイク４で検出した音声の音圧レベルをアンプ２７で検
出し、所定値を越えたか否かを判定する（ｓｔｅｐ４）。越えていない場合は、ｓｔｅｐ
１に戻る。
【００３８】
　上記所定時間内にて音圧レベルが所定値を越えた場合には、カウンタ１４のカウント数
Ｎ1に１を加える（ｓｔｅｐ５）。この結果、所定時間内にカウント数Ｎ1が３回以上にな
ったかが判定される（ｓｔｅｐ６）。所定時間内のＮ1が２回より小さい場合、ｓｔｅｐ
４に戻り、カウント数Ｎ1が３回以上の場合には、再びカウンタ１４をリセットする（ｓ
ｔｅｐ７）。
【００３９】
　次に、上記同じ所定時間内において、振動検知センサ１３で検出した振動が所定値を越
えたか否かを判定する（ｓｔｅｐ８）。振動検知センサ１３は、子機本体の振動のみなら
ず、門を叩いたり揺すったりした振動を検出する。越えていない場合は、ｓｔｅｐ１に戻
る。振動レベルが所定値を越えた場合には、カウンタ１４のカウント数Ｎ2に１を加える
（ｓｔｅｐ９）。この結果、カウント数Ｎ2が３回以上になったかが判定される（ｓｔｅ
ｐ１０）。Ｎ2が３回より小さい場合ｓｔｅｐ８に戻り、カウント数Ｎ2が３回以上の場合
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には、レベル判定手段２４ａはドアホン親機６の主制御部３９に通知し、これにより音声
案内手段３９ａが応答メッセージ部４７ａ内の、例えば「警察に連絡します」等の警告メ
ッセージを取り出して自動的にドアホン子機１のスピーカ３から出力させる（ｓｔｅｐ１
１）。また、上記振動のカウント及び騒音のカウントの合計カウントをもって上記応答メ
ッセージの送出の基準とすることもできる。
【００４０】
　その後、タイマ部４８が所定の時間、例えば１０分を計時し（ｓｔｅｐ１２）、このと
き人感センサ１２の検知可能な領域内に人物が存在するか否かを、人感センサ１２を使っ
てレベル判定手段２４ａが判別する（ｓｔｅｐ１３）。例えば、焦電センサ等で検知すれ
ばこの判別ができる（ｓｔｅｐ１３）。ｓｔｅｐ１３において、人物が存在しないと判断
されるときはｓｔｅｐ１に戻り、人物が存在すると判断される場合は、自動発呼手段３９
ｂが警察に対して自動で発呼する（ｓｔｅｐ１４）。
【００４１】
　ところで、上述したように音圧と振動の双方で閾値を３回以上越えることは比較的少な
い。従って音圧レベルと振動レベルの双方を検出するのでなく、両者のうちでどちらか一
方が閾値を３回以上越えた場合に、ドアホン子機１前で騒ぎが発生したと判断することも
できる。
【００４２】
　そこで、音圧レベルのみが３回を越えた場合だけで騒ぎと判定するときは、図５のフロ
ーチャートに示すようにｓｔｅｐ２１からｓｔｅｐ３０のように判定する。図４のｓｔｅ
ｐ７からｓｔｅｐ１０を除いたものに相当する。ｓｔｅｐ１からｓｔｅｐ６、ｓｔｅｐ１
１からｓｔｅｐ１４の各ｓｔｅｐの内容がｓｔｅｐ２１からｓｔｅｐ３０の内容と同一で
るから、説明が重複するので省略する。同様に、振動レベルのみが３回を越えた場合だけ
で騒ぎと判定するときは、図６のフローチャートに示すようにｓｔｅｐ４１からｓｔｅｐ
５０の各ｓｔｅｐで判定する。図４のｓｔｅｐ３からｓｔｅｐ６を除いたものに相当する
。ｓｔｅｐ１からｓｔｅｐ２、ｓｔｅｐ７からｓｔｅｐ１４の各ｓｔｅｐの内容がｓｔｅ
ｐ４１からｓｔｅｐ５０の内容と同一であるから、図５の説明と同様、細な説明は省略す
る。
【００４３】
　また、カウント数Ｎをそれぞれで変えるときは、例えば音圧レベルのカウント数Ｎ1の
設定値を３回、騒音レベルのカウント数Ｎ2の設定値を２回と設定して処理することもで
きる。なお、振動レベルの閾値を単独で検知するときの閾値よりも下げる場合は、ドアホ
ン子機制御部２４のレベル判定手段２４ａに設定しておく必要がある。
【００４４】
　このように実施の形態１のドアホン装置は、ドアホン子機前で騒ぎ（騒音、振動）があ
ったときに、まず警告メッセージを送出することでこの騒ぎを抑えることができ、さらに
この人物が近くから立ち去らないときは、自動的に警察等へ緊急の通報を行うことができ
るため、近隣の安全を確保できる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、ドアホン子機前で騒ぎがあったときにこの騒ぎを抑えることができるドアホ
ン装置に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】（ａ）本発明の実施の形態１におけるドアホン装置のドアホン子機の正面図、（
ｂ）本発明の実施の形態１におけるドアホン装置のドアホン親機の正面図
【図２】本発明の実施の形態１におけるドアホン装置のドアホン子機のブロック構成図
【図３】本発明の実施の形態１におけるドアホン装置のドアホン親機のブロック構成図
【図４】本発明の実施の形態１におけるドアホン装置で騒ぎを抑えるときのフローチャー
ト
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【図５】本発明の実施の形態１におけるドアホン装置で騒ぎを抑えるときの第２のフロー
チャート
【図６】本発明の実施の形態１におけるドアホン装置で騒ぎを抑えるときの第３のフロー
チャート
【図７】従来のドアホン装置の概略構成図
【図８】従来の人物認証ドアホン装置の概略構成図
【符号の説明】
【００４７】
　１　　ドアホン子機
　２　　カメラ
　２ａ　　撮像制御部
　３　　スピーカ
　４　　マイク
　５　　操作ボタン
　５ａ　　操作処理部
　６　　ドアホン親機
　７　　表示部
　７ａ　　画面領域
　７ｂ　　警告領域
　７ｃ　　訪問履歴表示領域
　８　　スピーカ
　９　　マイク
　１０　　応答スイッチ
　１１　　入力キーボード
　１２　　人感センサ
　１２ａ，１３ａ　　センサ検知部
　１３　　振動検知センサ
　１４　　カウンタ
　２０　　撮像部
　２１　　撮像処理部
　２３　　映像信号変調部
　２４　　ドアホン子機制御部
　２４ａ　　レベル判定手段
　２５　　メモリ部
　２６，２７，４３，４４　　アンプ
　２８　　第１信号線
　２８ａ　　信号分離部
　２９　　第２信号線
　３０　　ＦＭ信号復調部
　３１　　Ａ／Ｄ変換部
　３２　　画像処理生成部
　３３　　画像メモリ部
　３４　　Ｄ／Ａ変換部
　３５　　表示制御部
　３６　　ドアホン操作検知部
　３９　　主制御部
　３９ａ　　音声案内手段
　３９ｂ　　自動発呼手段
　３９ｃ　　照合手段
　４０　　音声処理部
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　４５　　入力部
　４６　　応答スイッチ部
　４７　　記憶部
　４７ａ　　応答メッセージ部
　４８　　タイマ部
　４９　　Ａ／Ｄ・Ｄ／Ａ変換部
　５０　　電話機
　５１　　第３信号線
　１０１　　ドアホン装置
　１０２　　ドアホン端末
　１０３　　応答端末
　１２１　　カメラ
　１２２　　呼び出しスイッチ
　１２３　　スピーカ
　１２４　　マイク
　１３１　　画像表示部
　１３２　　呼び出し音信号発生部
　１３３，１３５　　アンプ
　１３４　　スピーカ
　１３６　　送受話器
　１４１　　画像認識部
　１４２　　人物データベース
　１４３　　制御部
　１４４　　呼び出し音データベース

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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